
職員の皆さま 

 

令和６年度年末調整に関する書類提出について 

 

令和 6 年度の年末調整用紙を配布いたします。 

各自の名前が書いてあるＡ３の封筒に、以下の用紙が 1 枚ずつ入っています。（説明資料参照） 
 

（1）令和 6 年度 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

※４月に一度記載していただいた書類です 

（2）令和６年度 給与所得者の保険料控除申告書 

（3）令和 6 年度 給与所得者の基礎控除・配偶者控除等・定額減税・所得金額調整控除申告書 
 

封入の書類に関して、以下の通り確認、記入をお願い致します。 

ご不明な点が御座いましたら、事務所までお尋ねください。 

なお、提出期限は１１月２４日（日）とさせていただきます。期日までの提出にご協力くださ

い。よろしくお願い致します。 

 

（1）扶養控除等申告書 

①４月以降、住所に変更があった場合 

旧住所に赤字で二重線を引き、新しい住所を記入して下さい。 

※空白がない方は、新しい用紙をお渡ししますので事務所にお尋ねください。 
 

②４月以降、扶養家族（扶養有無）に変更があった場合 

・パートや就職で扶養から外れた方は、扶養者のところに赤字で二重線を引き、扶養を外れた 

日の記入をお願いします。（例：熊本太郎  R６.８.１） 

・扶養者が増えた方は、追加で記入して下さい。 

 ※追加があった場合は、マイナンバーを必ず記入してください。 

※記入欄が不足する場合は、事務所にお尋ねください。 

 

（2）保険料控除申告書 

 ・一般生命保険料と介護医療保険料と個人年金保険料とわかれてます。添付用の控除証明書 

ハガキ等にどの分の保険控除か新・旧なのか書いてあります。記入する前に再度確認して、 

記入して下さい。 

 ※保険金等の受取人の氏名を忘れずに記入して下さい。控除証明書には載ってませんので証書等

で確認して下さい。 

 

（3）給与所得者の基礎控除申告書 

 ・源泉控除対象配偶者（扶養に入っている妻、夫で扶養範囲内で仕事をされてる方や専業主婦の

方）のみの記入となります。 

  ※扶養範囲内で仕事をされてる配偶者の方は、１２月迄の所得証明書を必ず添付して下さい。 

   尚、住所・氏名・フリガナは全員記入して下さい。 

 

この封筒は予備がございませんので、取扱は丁寧にお願いいたします。 

法人事務所 



年末調整関係書類の記載方法について

個人ごと封筒に下記の（1）～（3）の書類が入ってます。
（1）令和6年度 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

※４月に一度記載していただいた書類
（2）令和６年度 給与所得者の保険料控除申告書
（3）令和6年度 給与所得者の基礎控除・配偶者控除等・定額減税・所得金額調整控除申告書
※法人名、法人住所、法人マイナンバーは印刷されてます。

※（1）（3）の必要書類
・扶養親族(パート・アルバイトの場合含む)の所得証明書（12月分見込含む）
・配偶者が年金受給している方はＲ5.1～Ｒ5.12が記載されているハガキ

（2）の必要書類
・控除証明書ハガキ等
（ハガキ等には受取人名は記載されてません。事前に証書等で受取人をご確認ください。）

※各書類（Ⅰ～Ⅲ）の以下の項目は、全職員必ず記入して下さい。
Ⅰ氏名、フリガナ、生年月日、世帯主、続柄、個人番号、〒、住所、配偶者の有無
Ⅱ氏名、フリガナ、住所
Ⅲ氏名、フリガナ、住所

【記載例】国税庁ＨＰ➡年末調整がよくわかるページ➡各種様式・記載例の年末調
リンク： https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
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年末調整関係書類の記載方法について

確認・記入内容

（1）扶養控除等申告書
①４月以降、住所に変更があった場合旧住所に赤字で二重線を引き、新しい住所を記入して下さい。
※空白がない方は、新しい用紙をお渡ししますので事務所にお尋ねください。

②４月以降、扶養家族（扶養有無）に変更があった場合

・パートや就職で扶養から外れた方は、扶養者のところに赤字で二重線を引き、扶養を外れた日の
記入をお願いします。（例：熊本太郎 R６.８.１）

・扶養者が増えた方は、追加で記入して下さい。
※追加があった場合は、マイナンバーを必ず記入してください。
※記入欄が不足する場合は、事務所にお尋ねください。

（2）保険料控除申告書
・一般生命保険料と介護医療保険料と個人年金保険料とわかれてます。添付用の控除証明書
ハガキ等にどの分の保険控除か新・旧なのか書いてあります。記入する前に再度確認して、
記入して下さい。
※保険金等の受取人の氏名を忘れずに記入して下さい。控除証明書には載ってませんので

証書等で確認して下さい。

（3）給与所得者の基礎控除申告書
・源泉控除対象配偶者（扶養に入っている妻、夫で扶養範囲内で仕事をされてる方や専業主婦の
方）のみの記入となります。
※扶養範囲内で仕事をされてる配偶者の方は、１２月迄の所得証明書を必ず添付して下さい。

尚、住所・氏名・フリガナは全員記入して下さい。



必須(Ⅰ)
氏名、フリガナ、生年月日、世帯主、
続柄、個人番号、郵便番号、住所、
配偶者の有無

（１）給与所得者の扶養控除等申告書

６

必須
４月に一度記載していただいています。
変更がある場合は記入お願いします。
記入欄が足りない場合は事務所にお尋ね下さい。



必須(Ⅱ) 氏名、フリガナ、住所

必須 保険受取人名

（２）給与所得者の保険料控除申告書



必須(Ⅲ) 氏名、フリガナ、住所

（３）給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

配偶者がパートをされている方は配偶者がパート・アルバイトを
されている方は記入してください。


